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広島市立井原小学校 

平成 24年 10月 22日 

色覚に係る健康相談について 

定期健康診断では、全員に実施されてはいませんが、保護者の希望により健康相

談の一環として、色覚検査を受けることができます。 

この色覚検査は、平成 15年の学校保健法一部改正に伴い、定期健康診断の検査項

目からなくなり、希望者に対してのみ実施することになりました。 

色覚異常の頻度は、およそ男子 5％、女子 0.2％といわれています。検査で色覚異

常と判定される児童生徒の大半は、日常生活に支障を感じることはないと言われて

います。治療方法はありませんが、職業・進路選択の際に、色に対する自分自身の

特性を知っておくことは有益であると思われます。 

 
個別の検査を希望される方は、学級担任または 

養護教諭にご相談ください。 

 

＊色覚異常ってどんなときわかるの・・・？ 

・靴下を左右色違いで履いてしまう。 

・カレンダーの祝日が見分けられない。   など 

11月 2日に、子どもたちが育てた大豆を使って「豆

腐づくり」をします。この豆腐は、井原小祭りで作る

味噌汁の具になります。 

今回は「豆腐づくり」に向けての事前学習ができま

した。おいしい豆腐をみんなで作りたいと思います。 

楽しい会食に 

なったかな～（*^ｕ^*） 


